
 
 

 

交通指導員制度に関する要綱 

 

１ 目的 

  交通指導員制度は交通事故をなくす運動を推進するため、「交通事故をな

くす運動」中央区推進本部設置要綱の定めるところにより、区民の交通道徳

を高揚し、交通事故を防止することを目的とする。 

 

２ 交通指導員の任期及び選任 

（１）交通指導員の任期は 2年とする。ただし再任は妨げない。 

（２）交通指導員は支部ごとに 1 町会 1 名または 2 名とし、その中から代表指

導員（交通部長）1名を選ぶ。 

（３）交通指導員は支部長が選任し、本部長への報告をもって就任とする。 

 

３ 交通指導員の任務 

  交通指導員は「本部設置要綱３実践事項」を基本とした指導を次の事項に

より行うものとする。 

（１）歩行者の正しい横断と歩行 

（２）運転者に対する安全運転の励行 

（３）事故発生時の連絡 

（４）学童の安全教育に対する協力 

（５）街頭における交通安全の啓蒙指導 

（６）その他交通安全に関する必要な事項 

 

４ 交通指導員の活動 

（１）交通指導員は支部単位ごとに組織的に活動を行うが、支部長の指揮を受

け代表指導員を中心として統制ある行動をとる。 

（２）交通指導員は関係機関団体、又は外部に対して意見を述べたり要望など

しようとする場合は可能な限り代表者を通じて行う。 

 

５ 推進要領 

（１）推進本部において協議決定した事項は、構成団体の組織を通じて具体的

実践に努めるものとする。  

（２）構成団体は、この運動の趣旨にそってそれぞれ自主的な運動を企画し、

また機会のあるごとにこの運動の普及に努める。 



 
 

（３）構成団体は、この運動の効果をあげるために適切な意見を随時本部に連

絡するものとする。 

（４）推進本部は、交通事故防止についての意見を積極的に関係行政機関に連

絡するものとする。 

（５）その他、この運動の目的達成に必要な事業を行う。 

 

この要綱は、平成元年２月 13 日から実施する。 

令和６年２月 26 日改正 

       

 


